
平成２３年度 第２回京都市上下水道事業経営評価審議委員会 

 

次     第 

 

開 催 日  平成２３年１２月１６日（金） 

開催時間  午後２時～午後３時３０分（終了予定） 

開催場所  京都 JA 会館５階 ５０５会議室   

 
 

１ 開会 

 （１）委員長あいさつ 

（２）会議の公開等について 

 

２ 経営評価等に関する審議 

 

３ 今後の予定等 

 
４ 閉会 
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 資料２ 平成 22 年度第１回京都市上下水道事業経営評価審議委員会議事録 
 資料３ 平成 23 年度第１回経営評価審議委員会において審議することとされた事項につ

いて 
資料４ 平成 22 年度京都市上下水道局事業推進方針 



平成 23 年度 第 2 回京都市上下水道事業経営評価審議委員会出席者名簿 

 

◆ 審議委員会委員 

(五十音順，敬称略) 

氏名 役職等 

越後
え ち ご

 信
しん

哉
や

 京都大学准教授（大学院工学研究科） 

○西村
にしむら

 文武
ふみたけ

 京都大学准教授（大学院工学研究科） 

野上
の が み

 幹夫
み き お

 社団法人京都工業会理事・事務局長 

林
はやし

 しげみ 上下水道サポーター ※ 

前岡
まえおか

 照紀
て る き

 税理士 

◎水谷
みずたに

 文
ふみ

俊
とし

 神戸大学教授（大学院経営学研究科） 

◎：委員長，○：副委員長 

※ 上下水道サポーターは，施設見学やアンケート調査等の活動を行う上下水道モニター（毎年度，市民の皆様

から公募。任期は当該年度）として御活動いただいた方のうち，引き続き，上下水道事業に御協力を頂いてい

る方です。 

   
 

◆ 京都市 

京都市上下水道局次長 太田 達也 

〃    技術長 鈴木 秀男 

〃    総務部長 山田 哲士 

〃    総務部経営改革担当部長 小田 久人 

〃    総務部お客さまサービス推進室長 向畑 秀樹 

〃    技術監理室長 大楽 尚史 

〃    水道部長 三田村 晃 

〃    下水道部長 出口 勝德 

 

 

◇ 事務局 

   上下水道局総務部総務課 



平成23年度 第2回京都市上下水道事業経営評価審議委員会配席図

越後委員

野上委員

水谷委員長

事
務
局

総務部長 技術長 次長
総務部経営改革

担当部長

水道部長下水道部長 技術監理室長
総務部お客さま

サービス推進室長

事
務
局

傍聴者席

報道関係者

報道関係者

西村副委員長

前岡委員

林委員



京都市上下水道事業経営評価審議委員会の会議の公開に関する

要領 

（趣旨） 

第１条 京都市上下水道事業経営評価審議委員会（以下「委員会」という。）の会議

（以下「会議」という。）の公開については，京都市市民参加推進条例第７条及び

京都市市民参加推進条例施行規則第３条に定めるもののほか，この要領の定めると

ころによる。 

（会議の公開） 

第２条 会議は，原則として公開とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，委員長は，会議を公開することにより非公開情報（京

都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。）が公になると

認めるときは，会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

（公開の方法等） 

第３条 会議の公開は，会議の傍聴を希望する者に，当該会議の傍聴を認めることに

より行う。 

２ 委員会は，会議を公開するときは，会議を傍聴する者（以下「傍聴者」とい

う。）の定員をあらかじめ定め，会議の会場に傍聴席を設けるものとする。 

（傍聴することができない者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は，会議を傍聴することができない。 

  棒，プラカード，つえ（疾病その他正当な理由がある場合を除く。）等人に危

害を加えるおそれのある物を携帯している者 

  拡声器，鉢巻，腕章，たすき，ゼッケン，垂れ幕，のぼり，張り紙，ビラ等会

議の進行を妨害するおそれのある物を着用し，又は携帯している者 

  酒気を帯びている者 

資料１ 



  その他会議の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 

（傍聴者の守るべき事項） 

第５条 傍聴者は，職員の指示に従うとともに，次の各号に掲げる事項を守り，静穏

に傍聴しなければならない。 

  会議における発言に対して，拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

  会議場において発言しないこと。 

  みだりに席を離れないこと。 

  飲食又は喫煙をしないこと。 

  携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。 

  会議場において，撮影，録音その他これに類する行為をしないこと。ただし，

委員長の許可を得た者は，この限りでない。 

  前各号に定めるもののほか，会議の進行の妨げとなり，又は他の傍聴者の迷

惑になる行為をしないこと。 

（傍聴者の退場） 

第６条 傍聴者は，会議を公開しないこととする決定があったときは，速やかに退場

しなければならない。 

（違反に対する措置） 

第７条 委員長は，傍聴者がこの要領の規定に違反したときは，当該違反行為を制止

し，その命令に従わないときは，当該傍聴者を退場させることができる。 

（議事録等） 

第８条 委員会は，会議の終了後速やかに，議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録及び会議の資料は，原則として公開する。 

３ 前項の規定にかかわらず，委員長は，次のいずれかに該当するときは，議事録又

は会議の資料の全部又は一部を公開しないことができる。 



  会議を公開しなかったとき。 

  議事録又は会議の資料を公開することにより，非公開情報が公になると認め 

るとき。 

４ 委員会は，前項の規定により議事録の全部又は一部を公開しないこととするとき

は，議事要旨を作成し，公開するものとする。 

５ 議事録には，委員会において定めた２人の出席委員が署名しなければならない。 

附 則 

この要領は，平成２１年７月３１日から実施する。 

 



 
平成 23 年度  第 1 回京都市上下水道事業経営評価審議委員会議事録 

日 時  平成２３年１１月１４日（月） 午前１０時３０分～正午 
 
場 所  京都ＪＡ会館（京都市南区） 
 
出席者（五十音順，敬称略） 
 １ 委員 

越後 信哉 （京都大学准教授（大学院工学研究科）） 
   西村 文武 （京都大学准教授（大学院工学研究科）） 

野上 幹夫 （社団法人京都工業会理事・事務局長） 
   林 しげみ （上下水道サポーター） 
   前岡 照紀 （税理士） 
   水谷 文俊 （神戸大学教授（大学院経営学研究科）） 
  
 ２ 京都市 
   管理者，次長，技術長，総務部長，総務部経営改革担当部長， 

総務部お客さまサービス推進室長，技術監理室長，水道部長，下水道部長 
 

 ○事務局（総務部総務課） 
 
次第 

１ 開会 
  （１）京都市あいさつ 
  （２）委員及び上下水道局出席者の紹介 

 （３）委員会設置要綱について 
  （４）委員長・副委員長の選任 
  （５）委員長あいさつ 
  （６）会議の公開等について 
 ２ 上下水道事業に関する報告 
  （１）平成 22 年度上下水道事業決算概要について 
  （２）水に関する意識調査結果について 

３ 経営評価等に関する報告 
 （１）平成 23 年度京都市上下水道事業経営評価について（企業改革プログラムに関する報告

を含む。） 

資料２ 



 （２）京都市上下水道事業経営評価審議委員会意見を踏まえた改善について 
４ 経営評価等に関する審議 
５ 今後の予定等 
６ 閉会 
 
 

内容 
１ 開会 
（１） 京都市あいさつ 
     公営企業管理者上下水道局長  西村 京三 
 
（２） 委員及び上下水道局出席者の紹介 
 
（３） 委員会設置要綱について 

京 都 市： 資料の説明（資料１） 
 

（４） 委員長・副委員長の選任 
○ 委員互選により水谷委員を委員長に選任 
○ 水谷委員長の指名により西村委員を副委員長に選任 
 

（５） 委員長あいさつ 
 
 水谷委員長： この審議委員会の委員について，半分の方は新たに就任いただいた。２１年度

～２２年度にも，それぞれの立場から忌憚のない意見を頂いて，京都市の上下水

道の経営に有益であったものと考えている。今年度については，先ほど管理者か

らも話があったが，新たに上下水道料金制度の審議も同時に並行して行っている。

上下水道事業については，京都市以外にもいろいろと多くの課題を抱えている。

皆様には是非，それぞれの立場から新たな意見を言っていただいて，委員会とし

て，京都市の上下水道事業経営に貢献できるような意見を出していきたいと考え

ている。 
 
（６） 会議の公開等について 

事 務 局： 資料の説明（資料３） 
 水谷委員長： 本日の会議は公開とし，議事録については，後日公表することとする。 
 
２ 上下水道事業に関する報告 



（１）平成 22 年度上下水道事業決算概要について 
事 務 局： 資料の説明（資料４） 

 
（２）水に関する意識調査結果について 

事 務 局： 資料の説明（資料５） 
 越後委員 ： ２２年度と前回の１７年度を比較すると，水質であったり，全体的な評価も

概ね改善しているように見えるが，技術的に何か理由があるのか。 
 京 都 市： 前回の１７年度と比較して，水質に関する評価が非常に上がっているという

結果が出ている。一つには琵琶湖の水質が比較的安定しているということがあ

る。また一方，私どもの水質監視体制又は浄水処理の監視管理体制についても

非常にきめ細かく行っており，それが良い評価に結び付いたのではないかと考

えている。ひとつには，臭いの物質が水質基準値に加えられており，非常に厳

しいコントロールを行い，市民の皆様に臭いを感じさせないようにしている。

塩素濃度についても，きめ細かく，市内一円でコントロールし，できるだけカ

ルキ臭がしないように努めている。クリプトスポリジウム等の病原性生物に対

する対策としても，濁度の管理を厳密に行っている。 
  野上委員 ： この意識調査は一般京都市民の方にしたものか。事業者には行っていないの

か。 
  事 務 局： 市民に対してである。 
  越後委員 ： このアンケートの回答者の年齢分布と京都市の実際の年齢分布についてはど

うなっているか。一般的にこういった調査では，高齢の方が熱心に回答し，学

生などはあまり回答しない傾向にある。実際の年齢分布に合わせた補正が必要

かと感じる。 
  京 都 市： 今回の年齢分布については，２０歳代が７％，３０歳代１４％，４０歳代が

１５％，５０歳代が１５％，６０歳代が２５％，７０歳以上が２２％であり，

６０歳代及び７０歳代の方が多い傾向が出ている。この分布については，前回

の５年前に実施した調査とほぼ同じ傾向となっている。 
   西村副委員長： このアンケートはどこに住んでいる方の回答かということは分からないのか。

地域性によって大きく変わると思うが。 
  京 都 市： 資料編の１２ページに回答者の属性という項目がある。そこでは回答者がど

ういう立場であるのかということを聞いている。年齢のほか，居住地，世帯人

数，家族構成，居住年数，居住形態，水道の用途及び給水方法についてのデー

タは得られているので，属性ごとに集計することはできるが，そこまではして

いない。 
    林 委員 ： 回収率が４１．９％となっているが，催促はしないのか。ただ封筒で送るだ

けなのか。 



    京  都  市： 今回は郵送で得た回答だけで，特に督促は行っていない。ただし，今回は前

回と異なり，回答率を上げるためのインセンティブとして，回答を頂いた方

には抽選で疏水物語やトラフィカ京カードをプレゼントすることとした。そ

れらの取組により，回答率は前回からは２％ほど上がっている。 
    越後委員 ： 今の質問についての補足だが，この回収率は，類似の調査と比較すると極

めて高い回答率である。通常，事業体が行うと，上手くいくパターンで３割

～４割くらいであり，大学が行うと２割くらいのこともある。従って，年齢

補正を適切にすれば，統計学的には十分な価値を持つものである。 
    
 
３ 経営評価等に関する報告 
（１）平成 23 年度京都市上下水道事業経営評価について（企業改革プログラムに関する報告を

含む。） 
事 務 局： 資料の説明（平成 23 年度京都市上下水道事業経営評価（本冊，概要版），

資料６） 
（２）京都市上下水道事業経営評価審議委員会意見を踏まえた改善について 

事 務 局： 資料の説明（資料７） 
 
４ 経営評価等に関する審議 

前岡委員 ： 素晴らしい冊子ができているが，印象としては総花的な内容であり，取組

項目評価は５段階でＡとＢのみと高い評価になっている。評価の基準値が適

当なのかどうか，どう計られているのか。 
京 都 市： 経営指標評価は，水道事業者，下水道事業者が参加している全国的な組織

である日本水道協会，日本下水道協会が制定しているガイドライン指標に基

づいて，京都市の状況を前年度，大都市と比較しているものである。ガイド

ライン指標はＩＳＯでも承認されている。 
       取組項目評価は，日常業務を１０２の項目に整理区分しており，参考資料と

して席上に配布している「事業推進方針」において毎年度の目標を策定してい

るが，その年度の達成状況を自己評価しているものである。 
越後委員 ： 単年度の目標の達成状況を評価していることは認識しているが，例えば，

概要版５頁の「異臭味問題解消のための高度浄水処理施設の整備」の「Ａ」

を見ると，市民としては「整備ができた」という印象を持ってしまう。しか

し，内容は単年度の目標である「工事の設計」が完了しただけである。評価

としてはそれでいいのだが，見せ方としては，上下水道事業の全体の構想を

細分化し，当該年度のステップはきちんと完了した，という方が親切であり，

分かり易い。 



京 都 市： 取組項目評価は，１０年の長期計画，５年の経営計画を，単年度ごとに達

成するために，毎年度計画を立て，予算化し，実施していく，という我々の

仕事の進め方の結果が，各年度でどうだったかということを市民に理解して

もらうことを主に行っている。御指摘のとおり，施策の全体の評価，という

部分にどこまで取り組めるか課題と考えており，工夫をしていく必要はある

と考えている。 
水谷委員長： ２点申し上げたい。１点目は，先ほど水に関する意識調査の報告において

野上委員からも発言があったとおり，一般家庭の御意見は事業運営の参考に

されていると思うが，京都市は料金制度の審議も開始したところであり，大

口需要者である企業等の御意見も参考に事業を進める必要があると思う。従

って，経営評価においても，市民へのメッセージだけでなく，企業等へのメ

ッセージを発信するものとしていく必要があると思う。 
２点目だが，先ほどの質疑であった「事業推進方針」の目標はどんな内容

になっているか。 
事 務 局： 皆さまのお手元にある青色の封筒に，平成２２年度事業推進方針を準備し

ている。４ページにあるように，まず一番左が１０２の各取組項目となって

おり，その右側の欄に事業計画，そのもう一つ右に目標水準を定めている。

例えば，一番上の「水源から蛇口までの水質管理の強化」という項目の目標

水準は，「蹴上浄水場において水安全計画を策定」等となっている。 

各項目に，このような形で目標を設定して事業を進め，その結果を取組項

目評価として報告している。 

水谷委員長： 今まで，こういったことについては，本委員会で議論の材料としたことは

ないが，例えば，目標水準が，客観的で分かりやすいものとなっているか，

ということについても，この場で議論してもよいのでは，と思う。これ以外

にも，先ほど越後委員からも意見があったが，経営評価本冊子（８６頁，８

７頁）上，中長期目標と現時点での進捗状況についての資料は改善されてい

るが，中期経営プランの計画期間は平成２４年度までと，残り期間も少なく

なる中で，更に達成状況など分かりやすく示す方法を考えていくということ

も今後の議論の題材の一つかと思う。 

次回の審議委員会では，このようなことを中心に議論してはどうかと思う

が，委員の皆様の御意見はどうか。 

特に御意見がないようなので，次回はそういったことを中心に議論をして

いきたい。 
本日の論点を簡単に整理する。１点目は，評価全体の話であるが，総花的

な印象との御意見があった。経営評価の内容として，京都市の状況を大都市

との比較やガイドライン指標との比較を基にした経営指標評価と，単年度の



取組を評価する取組項目評価をしているとの説明があったが，これらが分か

りやすい評価となっているかどうかということである。 
２点目は，上下水道の使用者の多くは市民であるが，大口需要者の意見も

踏まえ事業を行っているはずであり，評価についても市民だけでなく，大口

需要者である企業等にも目を向けた内容となっているか，ということである。 
３点目は，単年度の目標及び達成状況が，中長期の目標に対して分かりや

すいものとなっているか，ということである。 
 

５ 今後の予定等 
水谷委員長： 次第の５，今後の予定等について，事務局から説明をお願いする。 
事 務 局： この経営評価審議委員会については，今年度，今回を含め３回開催する予定

としている。事前に各委員の皆様と調整させていただいているが，１２月中旬

に第２回委員会を開催する予定としており，水谷委員長から発言のあった内容

を中心として経営評価制度の充実について引き続き御審議をお願いしたいと

考えている。 
               また，来年１月頃には第３回委員会を開催し，経営評価等に関する意見の整

理をお願いしたいと考えている。その後，意見書として上下水道局に提出いた

だき，当局としては，これを公表していくことを考えている。 
水谷委員長： 次回の委員会は１２月中旬に開催予定ということであるが，事務局から改め

て開催日，開催場所，開催時刻を委員の皆さんには通知する。 
以上で本日の委員会を終了する。 

 
６ 閉会 
 



                                 資料３ 
 
     平成 23 年度第１回経営評価審議委員会において 

審議することとされた事項について 
 
 
 １ 平成２２年度の取組項目評価の基となる，平成２２年度京都市上下水道

局事業推進方針に掲げる各取組項目の目標水準の客観性及び明瞭性につい

て 
 
 
 ２ 個々の事業（取組項目）が将来的に目指す目標に対する進捗状況や達成

度等の記載について 
 



 

 

資料４



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


